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**2022 年 09 月改訂（第 3 版） 
_*2015 年 12 月改訂（第 2 版（新記載要領に基づく改訂）） 

医療機器届出番号 34B1X00001000062 

 医療⽤品 3 手術⽤手袋及び指サック  
⼀般医療機器 非天然ゴム製検査・検診⽤手袋 70976000  

ＪＭＳプラスチック手袋パウダーフリー（未滅菌） 

再使⽤禁止   
 

【禁忌・禁止】 
 再使用禁止 

 

  【形状・構造及び原理等】 
本品は未滅菌の手袋である。 

主 材 料 

ポリ塩化ビニル 

（可塑剤：フタル酸ジ（２－エチルへキシル）、

フタル酸ジイソノニル） 

パ ウ ダ なし 

加硫促進剤 なし 

 

  【使用目的又は効果】 
手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取

り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する

ポリ塩化ビニル製手袋である。  

 

  【使用方法等】 
取り出し口より手袋を取り出して装着します。 

 

 *【使用上の注意】 
  〈重要な基本的注意〉 
 **1. 本品に含まれる化学物質により、遅延型アレルギー性接触皮膚

炎の症状を引き起こすことがある。体質によっては、かゆみ、

発疹等を起こすおそれがある。このような症状が現れた場合は、

使用を中止し適切な処置を行うこと。また、その後の使用に際

しては慎重を期すこと。 

   2. 薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりするおそれが

あるので確認の上、使用すること。 

  *3. 手袋の原材料であるポリ塩化ビニルは高い熱により破損する

おそれがあるため、60℃以上の熱いものに触れないこと。 

 

**〈不具合・有害事象〉 
 **1. その他の不具合 

      浸透、膨潤、破損 

 **2. その他の有害事象 

      かゆみ、発疹 

 

**【保管方法及び有効期間等】 
**〈有効期間〉 
   5 年［自己認証（当社データ）による］ 

   包装の使用期限欄を参照すること。 

 

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
   製造販売業者 

   株式会社ジェイ・エム・エス 

 

   問い合わせ先 

   TEL 0120-923-107 
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